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男女差別をなくす愛知連絡会 

 
 
 

  

 

＝お知らせ＝  
◆例会 仮題「どうしたら男女賃金格差をなくせるか」 
講師：林弘子さん（宮崎公立大学学長・弁護士） 
場所：イーブルなごや（旧名古屋市女性会館） 視聴覚室 

 詳細は次回ニュースで 

◆奥田祐子さんを偲ぶ会 
場所：ジェンダー研究所セミナー室 

日時：2015年5月17日（日）13:30～17：30 

13：30と16：30に、奥田さんのビデオ上映などセレモニーを行います。 

詳しくは中面を 

◆その他の予定 
 ●8月：夏合宿 

 ●9月：フェミ祭り 

 ●10月or11月：学習会 

 ●12月：年末パーティ いずれも詳細は未定です。 

＝目次＝ 
例会のお知らせと「奥田さんを偲ぶ会」のお知らせ・・・P2 

奥田祐子さん逝去・・・P3 

「レッドマリア」上映会報告・・・P4～5 

あいち女性連携フォーラム全体交流会に参加・・・P6 

働く現場なう「働くことをあきらめない」・・・7～8P 

「ジェンダー問題基礎講座（その2）ジェンダーとはなにか」・・・8～9P 

高野史枝の女の映画評：『ビッグアイズ』・・・10～11P 

女性ユニオン名古屋活動日記・・・12P 

クリッピングニュース（新聞記事から）・・・13P 

投稿（新聞記事から）・・・14P 

ミニコミ「資料室」・・・P15～16 

おでかけ情報・・・P17 

 

 20１5．3．25   第１73号 

   ワ－キング・ウ－マン 

〒464-0092 名古屋市千種区 

            茶屋が坂2-6-B-805 

  （０５２）８４２－２７３９（内藤） 

       留守番電話・ＦＡＸ 

http://www008.upp.so-net.ne.jp/w_woman/ 

  ♀Ｗ・Ｗニュ－スは隔月発行です 

  申込先 〒振替 00870-4-10024 

    ワ－キング・ウ－マン           

年会費      

※次回事務局会議4月15日(水)13：30～15：30  東海ジェンダー研究所にて。 
会員はどなたでも参加できます。お気軽にどうぞ。 
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ＷＷ例会 講演会 
『どうしたら男女賃金格差をなくせるか』（仮題） 

講師：林弘子さん（宮崎公立大学学長・弁護士） 

場所：イーブルなごや（旧名古屋市女性会館） 視聴覚室 

日時：５月３１日（日）13：30～16：30 

 

講師の林弘子さんは、弁護士、福岡大学法学部教授を経て現在宮

崎公立大学学長。アメリカの大学でも教鞭をとられたこともある

という女性労働問題のオーソリティーです。 

なかなかその差が縮まらない男女の賃金格差。その解消に向けて

どんな手立てがあるのか、また、私たちはどんな活動ができるの

かなどを、具体的にお聞きしたいと思っています。 

講演会の詳細については、次号のニュースでもお伝えします。 

 

奥田祐子さんを偲ぶ会 
３月５日に亡くなられた、ワーキングウーマン会員奥田祐子さんを偲ん

で、みんなで語り合う会を催します。 
 
場所：ジェンダー研究所セミナー室（６Ｆ） 

日時： 5月 17日（日）13:30～17：30 

この時間内に、随時お出かけください。 

13：30と 15：30に、奥田さんのビデオ上映などセレモニーを行

います。 

 

「追悼文集」作成 
奥田さんを偲ぶ追悼文集を作成する予定です。 

奥田さんに関しての思い出や印象に残っていること、言いたかったあれ

これなどなんでも結構です。長さ、形式は自由（こちらで編集をいたし

ます）、手書きでも大丈夫です。ぜひお寄せください。 

締切：４月２９日必着 

メール： 

ＦＡＸ：052-842-2739 
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  事務局メンバーとしての活動も積極的にこなし、会議などへの出席も

以前と変わりなく、昨年の年末パーティではグループ「はもめ」の一員と

して、元気な歌声も聞かせてくれました。しかし病はじりじりと彼女の体を

蝕み、ついに私たちの元から大切な奥田さんを連れ去ってしまいました。 
  
葬儀は３月８日に行われ、通夜・告別式併せて 220余の人が参列され

ました。奥田さんの希望を取り入れて、無宗教でバイオリンとフルートの

生演奏という、音楽葬でしめやかに執り行われました。 

奥田祐子さん逝去 
ワーキングウーマンの創設

メンバーであり、一番の牽引

力でもあった奥田祐子さん

が、３月５日に永眠されまし

た。 

2012 年 12 月に病を宣告さ

れたものの、罹患した病気に

ついての徹底的なリサーチ

と、生活全般の見直し、自己

管理によって一度は持ち直

し、元気を取り戻されました。 

彼女の病との闘いは『おひ

とりさまのガン闘病記』と題

して 2013 年の年末パーティ

で披露され、参加者から「か

えって元気づけられた」と言

われたほどでした。 

その日はまさに国際女性デー。市街ではウィ

メンズマラソンも開催されていました。実はその

日、事務局メンバーの一人が「奥田さんと約束し

たから」と初めてのフルマラソンに挑戦し、見事

完走しました。 
 

奥田祐子さん やすらかにお眠りください。 
ご冥福を祈ります。  

「はもめ」で歌う在りし日の奥田さん 



 
 
 
 

伊藤みどりさんのお話 
この映画は、2009 年を前後して、韓国、フィリ

ピン、日本の働く女性を追いかけた、韓国キョン

スン監督によるドキュメンタリー映画です。様々

なものがコラージュ風になっており、ドラマのよう

に一つのテーマを追うようなつもりで見ると混乱

します。これは 2010 年にソウル国際映画祭に

初めて出品され、以降各地映画祭に出品、上映

されています。 
この中には非正規雇用労働者や介護労働者、

ホームレス、性労働者、元慰安婦、専業主婦や

無償労働者などいろんな人たちが出てきます。

働くというのは企業で働くということだけではなく、

家事労働など無償の労働も含めており、この映

画に幾つ“働く”が出てくるのかなって、そんな気

持ちで楽にみてください。 
セックスワーカーや元慰安婦。日本人では段

ボールハウスにすむホームレスなどが出てきま

すが、それぞれ共感するところ、分からない、違

和感があるなと思うところなど、いろんな場面が 
 

 
 
 
 
 
 

出てきます。実は、2009 年の働く女性の全国セ

ンターの総会で、働くことをめぐってものすごい

激論になった、その場面が出てきます。実はそ

れがこの映画のキモだと私は思います。そこに

も注目してご覧ください。 
また、元朝日新聞の竹信三恵子さんによる

「家事ハラスメント」（岩波新書）という本に、この

映画に登場する日本人のことが詳しく書かれて

います。 
≪上映≫ 
いかがだったでしょうか。 
2009 年の働く女性の全国センターでイチムラ

さんのことで大激論があった。あの当時は、イチ

ムラさんの言っていることがあまり理解されなか

った。しかし今は、ブラック企業とか言って、イチ

ムラさんの言ったことが現実味を帯びてきたと思

う。そういった幾つかのことについて、これから

皆さんと対話をしていきたいと思います。 
 

※５つのグループ（各４・５人）に分かれバズセッションの後、グ

ループごとに発表。 

『レッドマリア それでも女は生きていく』 
映画上映と「働くを考える」トーク     2 月 22 日「ウイル愛知」にて 

『レッドマリア』は、働く女を見つめたドキュメンタリー映画である。しかし「女性はみんな

がんばって働いているね」「差別されているね」「でも闘いは大変だ」「がんばろう」「支援しよ

う」「元気が出るね」…では収まらない映画である。さまざまな労働形態で働く女性のありのま

まの姿をとらえることで、女性の置かれている現状、女性自身の意識、その女性を包括する社

会の姿、さらには見る側の私たちの潜在的な意識まであぶり出す・・・。 
 
 
 
 

 
予てより会員から観たいという要望の強かった『レッドマリア』の上映会を行いました。 
「働く女性の全国センター」副代表伊藤みどりさんをお招きして上映後のワークショップを行い、多様

な意見をワイワイガヤガヤ出し合って楽しみました。 
 
 
 
 
 
 



グループ①.イチムラさんに共感。フェミニズムは

何をしてきたのか。いったい何が変わっていった

のかを話し合う。女性が働くことの意識が変わっ

たし、男性も取り込まれてきた。セクハラの意識

も変わった。男性も含む貧困が社会の大きな問

題である。 
グループ②.介護労働の低賃金は、家事を女性

がするということに繋がっている。性労働と日本

の援助交際はイコールにならない。性労働は選

択できるという主張は本当なのか。労働とは何

かを思うと、人の幸せになること。お金のための

性労働はＮｏだと思う。 
グループ③.映画に感動した。イチムラさんがア

ートで暮らすことに、否定的と肯定的な意見が出

た。韓国の慰安婦問題は、なぜ今も問題になっ 
ているのか。もっと勉強して知ることが必要だ。 
グループ④.圧倒された。今までは闘争も支援者

のみの経験、当事者になるのは大変だと思う。

障害者アートの活動をしている人から、小さいお

金を得るより、アートの方がいい。イチムラさん

に共感できるという意見が出た。 
グループ⑤.美しく戦うことに感銘を受けた。おな

かを見せることで恥ずかしさより自分の体の美し

さをクローズアップさせていた。韓国のバリバリ

の戦い、フィリピンの家族の絆、そして日本、三

者三様で面白かった。慰安婦と売春は違うと言

いながら隠さなければいけなかった。日本でも、

貧困からセックスワーカーになる若い人がいる。

女は仕事をしてご飯を作って子供を育てている。

やはり女は強い。 

最後に 
 監督はどれが正しい、どれが間違っているとは

言っていない。共感、違和感は正直な感想だと

思う。女性同士でも全ては分かり合えない。しか

し、偏見で見るのではなく、知っていきたいたい

と思う。働く女性の全国センターは女性の労働を

支える緩やかなネットワークの場です。「働くとは

人と人の関係、命をつなぐいとなみ」この原則が

今、忘れられている。 
この映画はお腹から始まります。命をつなぐ営

み全てが働くということであるというメッセージで

す。 
（まとめＷＷ伊藤） 

参加者の声 
貧困と富裕層の格差の

大きさを感じた。 
女性ホームレスは、性暴

力の対象になるなどリス

クが大きすぎるのではと

 

参加者の声 
ジェンダーとセックス、差別と共闘の可能性

など、とても大事な問題。 
女性の再生産についての苦痛と喜び、素晴

らしかったと思います。 
トークセッションでは、いろいろな問題を出し

あえたが、もう少し時間があれば話が深め

られたのに残念！ 

 
参加者の声 
考えさせられたが、エネル

ギーあふれる女性たちでし

た。 
若い人の話をもっと聞きた

かった。 

参加者の声 
いろと深く考えさせられた。各々の生き方が

あるのに、価値観を抑えすぎではないかと。

私は、女性はもちろん、男性も弱者も含め、

皆が尊重し合って、生き易い世の中になる

と良いなあと思います。 

大変貴重な体験ができました。同じ映画を

見ているのに、それぞれ意見や考え方があ

って、皆から刺激を受けられて良かった。 

参加者の声 
おなかの映像

がよかったな

あ。 
来てくれた男性

には申し訳ない

が、女性だけで

ゆっくり見たか

ったし、しゃべり

たかった。 
 

参加者の声 
あらゆる弱者が排除されている世の中に改め

て苛立ちを感じると共に、何か自分にできること

をしていきたいと強く感じた。 
フェミニズムとは何か？を改めて考えさせられ

ました。先輩方の想いを無駄にしないよう、自

分でできることは全力でしていきたい 
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平成２７年２月２８日（土）、ウイルあ

いちで開かれた、あいち女性連携フォーラ

ム全体交流会に出席しました。 

 吉本副知事あいさつ、事務局からの 26

年度報告や 27年度企画説明のあと参加 15

団体が活動報告し、立食で交流しました。 

 吉本副知事からは、県として、ワークラ

イフバランスを図るための育メン後方支

援、育ボスの理解を求める活動、理系女子

の育成支援、子育て支援制度の実施支援、

等々、それらのための予算案要求などの活

動予定のお話がありました。 

このフォーラムは、一昨年吉本明子副知

事が着任し設置された、『あいち女性の活

躍ＰＴ』に続き、「女性グループの相互交

流や女性活躍に向けた機運醸成を図る」目

的で、昨年 1月に発足したものです。 

現在は 15 団体が参加しており、昨年度

は会員団体のイベント情報の発信などを

行ってきました。来年度は１、２月に会員

団体連携による実行委員会形式の講演会

なども企画しています。 

 交流会では、各団体の活動報告がありま

した。ワーキングウーマンは、来年で 30

周年を迎える、ジェンダーの視点での働く

女性を応援する講座などの企画をしてい

る団体で、女性ユニオンや女性首長を実現

する会なども立ち上げてきました。本年度

は、学び舎マムの矢上さんを迎えて「女性

が働き続けるために」を皮切りに、「平和

と人権から考えるＴＰＰと日本の未来」の

講演会、夏には女性政策の学習会を開き、

2月には「レッドマリア」の上映から、働

くとは生きるとはのテーマでワークショ

ップを行い、男女差別の解決に向けて活

動してきた経緯などをお話ししてきまし

た。また、参画プラネットや、フェミニス

トサポートセンター東海などのほかの団

体とのメンバーとも交流し、連携の必要性

を実感してきました。（高橋） 

 

 

 
 
 
 

お詫びと訂正 
 
前回発行（1.20 第 172 号）のワーキングウ

ーマン会報の、｢名古屋市議会議員選挙立

候補予定者に女性政策を聞く｣において、間

違いがありましたので訂正いたします。 
 
●ワーキングウーマンからの 4 つの質問 
（ワーキングウーマンの提案） 
① ジェンダーの平等（男女の格差をな

くす） 

② 女性に対する不当な差別をなくす 

③ 男性の育児休業を推進する 

④ 女性副市長の実現 

は間違いです。 
正しくは 
↓ 
１ 名古屋市職員役職者におけるクオータ

制導入 
２ 名古屋市女性職員の係長試験受験率

の向上 
３ 名古屋市男性職員の育児休業取得率

の向上 
４ 特に副市長には、１人は女性を入れる 
この4項目についてのご意見をうかがいた

いとして、立候補予定者及び各政党へ出

席依頼を出しております。 
例会報告で、質問項目を間違えましたこと

を、出席者及び会員の方々にお詫びいた

します。 
※なお、間違って掲載した上記の４点は、 
事前学習会で、ＷＷとして今後目標とし

ていくこと としたものです。 

「あいち女性連携フォーラム 

全体交流会」に参加 



働く現場なう ① 
 

 
「働くことをあきらめない」 

高野史織 
 

 
この原稿は、３月に逝去された奥田祐子さん

からの依頼でした。身に余る大役だとは思いま

したが、「頑張って書いてね！」という奥田さん

のエールが今でも耳の奥に残っているので、そ

のお気持ちに応えるために、私に伝えられるこ

とを書こうと思います。 
 私は 2003 年に大学を卒業し、中国北京の語

学大学へ 1 年留学後、日中貿易商社へ正社員

として就職、そこで８年間働きました。入社早々

に結婚し、2008 年と 2010 年に２度の出産とそ

れぞれ 1 年間の育児休業を取得しています。し

かし会社側はそのことを快く思わず、２度目の

復職後、仕事を全く与えられず、事実上解雇の

ような形で退職することになりました。それには

納得がいかず、会社を訴えたいとも思いました

が、時間とお金のことを考えてあきらめ、すぐに

金融コンサルタント会社名古屋支店に再就職し

ました。この頃は子どもがまだ 5 歳 3 歳と小さく

て働ける時間に制約があり、正社員での就職が

難しく、パートタイマー（時間給）での雇用でした。

８か月後に正社員に登用され、ホッとしたのも束

の間、業績悪化のため支店閉鎖。３年足らずで

また無職になりました。それで今度は起業を考

え、「学び舎ｍｏｍ」代表の矢上清乃さんに紹介

された起業セミナーに通って必要なことを学びま

した。福祉関係サービスの起業を考えていたの

ですが、奥田さんから「起業する前に、実際に介

護の仕事の実態を知ることが必要じゃないの」と

アドバイスされました。このころ奥田さんからは

福祉施設の紹介を受けたり、関係者に会わせて

もらったりして、いろいろお世話になりました。失

業したり壁にぶつかるたびに、奥田さんをはじ

めワーキングウーマンの皆さんに相談し励まし

てもらいました。とても感謝しています。 
その後、介護職員初任者研修という資格を取

得するための職業学校に通い、4 月から高齢者

通所施設で働くことが決まりました。すぐに起業

は出来なかったけれど、実際に介護の現場で働

き、勉強して上の資格も取ってから、またゆっく

り考えるつもりです。 
振り返ってみると、貿易商社に勤めているとき

は貿易実務の学校に通ったり、必要だと思えば

セミナーに行き講習を受けたりと、自分なりにス

キルアップを図りましたが、それがなかなか認

めてもらえませんでした。賃金面でも転職するた

びに下がったりと不安定でした。 
 ひとつの場所でずっと安定して働いている人

からみれば、私などは転々と職を変え、落ち着

きのない働き方をしているように見えることでし

ょう。実際にそうだと思います。 
しかし私のモットーは、「人生がどんな状況であ

っても、働くことをあきらめない」です。人生は平

坦ではなく、ある程度計算や予測はできても、計

画通りにはなかなかいきません。特に女性は結

婚、出産をはじめとして家族の状況・・例えば家

族に要介護者がでる、夫が転勤になる、子ども

が病気になる・・など、自分の意思とは関係なく、

生きる環境に左右されることが男性よりも大き

いです。 
私もそうです。結婚生活 10 年で、８回の引っ

越しを経験しています。生活は落ち着かず、1年

後には自分がどこに住んでいるのか予想がつ

かないような生活が今でも続いています。 
そんな中でも子どもの保育園を確保し、自分

の働ける条件がクリアできるところを探し、働い

てきました。転職するたびに月給が下がったり、

正社員からパートになると確かに落ち込みます。

でも、正社員という身分や、「自分の能力やスキ

ルが生かせる」という事にこだわり、プライドを優

先させて働かないよりも、パートにしろ、誰だっ

てできるように見える仕事にしろ、まずは働き、

社会とつながり、自分自身で賃金を得ることに

意味があると考えています。与えられた環境の

中で、自分の実力よりもう少し頑張ること、キャ

リアアップをする意志を持ち続けて理想の形に

近づける努力を続けること、そこに重点をおくよ

うにしています。 
これから社会福祉士の取得にチャレンジした

いし、起業もしたいし、お金もたくさん稼ぎたい…

理想と現実とのギャップはまだまだ大きいです

 

 



が、「自分のために」「絶対にあきらめないで」こ

れからも働き続けるつもりです。 
奥田さんがいつも言ってくれた「がんばってね。

しおりちゃんならやれるよ！」という言葉を、ずっ

と忘れないようにしようと思っています。 
 
 

 

  

1 月 31 日、表題講座に参加しました。講師が、

安川悦子さん（東海ジェンダー研理事、名古屋

市立大学名誉教授）と、超一流の経済学者で、

きってのフェミニストとあって、会場は超満員。各

分野の専門家とみられる方も多く、立ち見や、フ

ロア座り見も出て、熱気むんむんでした。 

 以下、私なりに聞き取ったところをまとめ、レポ

ートさせていただきます。 

 私は、【４】の「フルタイムが唯一の価値ある労 

働形態という考え方を転換する」というビーチ氏

の提案。【５】の「労働市場干渉政策から子ども

中心政策への転換」というフックス氏の提起に

興味を惹かれました。（当日のテキストあります。

ご希望の方があれば、安川さんご了解がとれれ

ばコピーします） 

 

【はじめに】 モノづくりを基本とした「資本主義

経済」は変質し、21 世紀の今は、グローバル化

した「金融資本主義」の時代になってしまってい

る。20 世紀は、前半に二つの世界戦争、社会主

義革命を経験し、戦後福祉国家つくりが進めら

れてきたが、社会主義国家の解体により、世紀

末にはアメリカの金融帝国化が進展し新自由主

義の席巻する時代となり、21 世紀に入ってきた。

以下歴史的に見直してみる。 

 

【１】19 世紀末、米フェミニズムにより、先駆的経

済学批判があった。 

 19 世紀末、ギルマン(米)らは、家族を「自己と

種の保存、閑暇と消費の場」とし、性別役割分

業をあてはめるような分析を批判し、女性の社

会的分業労働への参加が解放のカギであり、 

 

 

 

 

 

家庭に対する神話の解体、家事労働の産業化、

共同化を主張した。現代フェミニズムを先取りす

るものだったが、20 世紀初期の米経済危機のも

とで封印されてしまった。 

 

【２】 現代資本主義の経済理論において、「家

族」はブラックボックスである 

 マルクス経済学では…工場はモノを生産する

場、家族は労働力を生産する場であり、二つの

生産がかみ合って資本主義は回っているのに、 

マル経では家庭での「労働（家事）」に経済的価

値はないとみなされ、家族が分析の対象外とな

っている。 

 新古典派経済学では…経済分析の基本単位

として功利的で、利己心に基づく「経済人」を想

定されるが、その人は「所帯・家計」と呼ばれる

「家族」を代表する「男性」である。家族は利他

心に基づく関係であり、経済学の分析対象外に

なる。（なお、ベッカーは、愛情やケアの経済的

価値を分析に取り込む理論を出すが、ケアに関

しては女性の生物学的適性を主張し、経済的に

効率が良いとした。） 

【３】フェミニズムの「家族」構造分析により、家族

が女性抑圧の経済装置であると明らかになった 

・家族は、性・出産・子育ての場であり、男性に

よる生産に包摂されている（＝家父長制）。女性

にとって居心地の良い強制収容所とされている

（フリーダン）。 

・「経済人」の想定には女性が欠落しているなど、

非現実的である。経済学が生物学的な男女性

差に基づく「家族」を基礎単位としているのは問

題（ファーバーet al.）。 

・資本主義が順調に展開すると、家事労働は社

ジェンダー問題基礎講座（その 2）              東海ジェンダー研主催 
 
ジェンダーとはなにか ─フェミニズムで読み説く経済学のジェンダー構造─ 



会的生産労働に転化されていくはず。しかし、眠

る食べるセックスなどの社会化は出来ない。子

育てはあいまいな部分。（高橋正立） 

【４】女性労働分析のパラダイムチェンジが起こ

った 

・フェミニズムの影響もあり、女性労働問題につ

いて「保護」の問題から「差別」の問題に注視点

が変わってきた。同一労働同一賃金、同一価値

労働同一賃金、職務評価 などの研究の進展

が運動の支えとなった。（WW はよくフォローして

ると自賛(^^)） 

 

・英マルフェミからの問題提起：家族賃金、それ

は永年の労働組合のスローガンであり、男女労

働者を分裂させ、女性の自立を奪ってきた。解

体に向かう必要がある。 

・「将来の労働力形態とは」（平等賃金を求めて）

ビーチの提起 

 80年代に資本主義システムの変質の中、強い

組合と家族賃金に支えられた男性労働者中心

システムも変貌した。即ち、男性のパート化、家

事労働商品化、熟練労働の消滅、労働編成弾

力化、労働力需要構造の変化、雇用慣行の変

化,,,が起きている。 

 労働編成は フルタイムからパートタイムにシ

フトしている（女性高齢者増加・若年減少、失業

増加と労働時間増加等） 

 そこで、「フルタイムが唯一の価値ある労働形

態という考え方を転換する」というのがビーチの

提案である。 

 それは、パートの賃上げ、平等な権利。ジョブ

シェアリング。フルとパートの互換性。労働時間

の短縮等が伴うべきだ。 

 将来の労働力形態は：家族賃金でない。高い

能力をもち転換可能な短時間労働者。パート労

働を「周辺」ではなく、「メインストリーム」に位置

付け、安定雇用と十分な賃金を実現すること

だ。 

【５】子育て(ケア)労働の社会化をめぐって 

 福祉国家の後退により、労働組合と家族賃金

が解体され、結果、格差と「子供の貧困」が拡大

した。 

・バレット(英)らは、家族を脱構築し、より大きな

社会的ケアの場をつくる（コレクティヴィズム化）、

（商品化とも違う）を提案している。 

・フォブル(米)は、経済学と倫理学を結び付け、

富のための競争（利己心）に対抗でき、女性へ

の利他性の押し付けでもない、「家族的価値」に

よりケア労働をシェアする経済学の構築を試み

る。 

・フックス(米,男)は、労働市場干渉政策から子ど

も中心政策への転換を次のように提案している。 

  雇用差別を禁止する規制がある程度進み、

女性の労働力率などは上がったが、女性の劣

位は変わらない。雇用主への規制は当然必要

だがそれだけでは対応できない。  

 ネックとなっているのは女性のキャリアと子育

てのトレードオフ。だから、雇用均等法などの干

渉的政策から、子ども中心の政策にシフトする

のが効果的。 

 それは、両親休暇、子ども手当などで、雇用条

件などに関係なく誰でもが利用でき、子供への

直接援助主体であり、累進課税などにより社会

全体で担われることが重要だ。それが効果的に

女性の経済的平等につながる。 

  

【まとめ】 

 モノ作り中心の資本主義は変質し、機能しなく

なったなか、ヒトの生産再生産の問題を正面に

据え男女平等を進める経済システムはどう再構

築できるのか。 

 コレクティビズム、ローカルコミュニティなどが

フェミニズム経済学の立場からキーワードにな

る可能性がある。 

 終了後も活発な意見交換がされましたが、水

田珠枝さんから「刺激を受け、『フェミニズムで読

み説く政治学のジェンダー構造』をやらなきゃい

けないと思いました。」との発言があり、飽くこと

のない探求心とエネルギーに思わず拍手を送り

ました。（akane） 
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セクハラもパワハラも知ってるが 
 皆さまはよくご存じだと思うけれど、この 20
年ぐらいで「行為に名前がつくことで、その

（好ましくない）実態が白日の下にさらされ

る」という「好もしい」事態進行中。代表的な

ものがＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)。「配
偶者や内縁関係にある相手、恋人などから

受ける暴力」のことで、「男が暴力的なのは

仕方ないのか…」なんて、長～いことあきら

め我慢してきた女性達(まれに男性)が、「あ

っ、それってＤＶっていう犯罪だったんだ！」

と気付くことが出来たエポック的言葉だった。 
「ハラ系」は多い。代表的なのはもちろんセク

ハラ。職場でのボディタッチやエロジョーク、

「男いるの？」のような性的イヤガラセに悩

んできた女性たちが「それってセクハラです

よ！」と抗議できるだけの根拠が出来て、ほ

んとにありがたかった。職場などの上下関係

を背景にしているのがパワハラだ。権力をカ

サに限度を超えて相手を傷つけるヤツ、多

いんだよね。まだまだアカハラ、アルハラな

んてのも。 
…・と、この辺までは理解できるんだけど、

もうひとつ理解できなかったのがモラハラ(モ
ラルハラスメント)という言葉。いちおう「加害

者は肉体的な暴力ではなく、言葉や態度で

巧妙に相手を傷つけることによって相手を支

配し、隷属させようとする精神的暴力」と規

定してあるけれど、なんとなくピンと来なかっ

た。しかしこの「ビッグ・アイズ」（2014／ティ

ム・バートン）を見て、もうハッキリくっきりわ

かりましたよ。モラハラの実態が。 
 

妻の絵を乗っ取った男  
娘を連れ、ＤＶ夫から逃れてサンフランシ

スコにやって来たマーガレット（エイミー・アダ

ムス）。彼女は働いた経験がなく、街角で似

顔絵を描いてお金を稼ぎ始める。そこで逢っ

たのがパリの美術学校に通っていたというウ

ォルター・キーン（クリストフ・ヴァルツ）。やた

らに口がうまい怪しい男だけれど、マーガレ

ットはすぐ恋に落ちて結婚する。宣伝上手な

ウォルターがマーガレットの書いた「目の大

きな子ども」の絵を売り込んだところ、これが

大成功。爆発的な流行を巻き起こす。しかし

ウォルターは絵を自分の作品として売り込ん

でいたのだった！抗議するマーガレットにウ

ォルターは「お前が世の中に出たって説明も

出来ない、だからこの絵は俺が書いたことに

する」「お前に出来るのは絵を描くことだけ

だ」と言い続け、彼女の絵を「乗っ取って」し

まい、ポスターにまで仕立てて大金持ちにな

る。1964年のＮＹ万博に飾る絵をユニセフに

贈った所、これが不評。ウォルターはそれを

マーガレットのせいにして異常な怒りをぶつ

け、危険を感じた彼女は娘と二人、豪邸を逃

げ出す。とうとうマーガレットは戦いを決意し

て真実を告白し、「ビッグ・アイズの真の作

者」を決める裁判が始まった…。 
ウォルターの役をやっているクリストフ・ヴ

ァルツうますぎ。ムナクソの悪い 
嘘つきで、軽く首を絞めてやりたくなるぐら

いのゲス野郎なんだけど、ここまで軽薄さを

表現できたならいっそお見事。最後の裁判シ

ーンでそれが爆発。1人で被告と弁護士をや

ろうとして裁判長にたしなめられたり、（「あ

の人、ペリー・メイスンを見てるんです」ｂｙマ

ーガレット。マジ？）激怒してみせ「すみませ

ん、アーティストなので感情が爆発しました」

とほざく。結局みんなの前で、二人が「ビッ

グ・アイズ」の絵を描いて決着をつけることに

女の映画評 

『ビッグ・アイズ』 
―モラハラって、これだったんですか！― 

高野史枝 
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なる。もちろん描けないウォルターは「インス

ピレーションが湧くのを待つ」とか、「腕を痛

めてる」と、肩をもっともらしくグルグル回した

りする。爆笑。今思い出しても笑える。でも騙

され支配されちゃうんだよね～こんなペラッ

ペラの奴に…。 
マーガレット役のエイミー・アダムスは、立

派な画家なのに何となく存在感が薄いヒロイ

ン役がピッタリ。この人「ジュリー＆ジュリア」

（2009／ノーラ・エフロン）ではメリル・ストリ

ープに、「アメリカン・ハッスル」（2013／デヴ

ィッド・О・ラッセル）ではジェニファー・ローレ

ンスに喰われまくり、本来は主役級のはずな

のにメッチャ影が薄かった。監督はもしかし

たら、この「影の薄さ」を見込んで「モラハラさ

れる」マーガレット役に抜擢したのかな。そう、

相手にナメられると「ハラ系」は生まれやす

い。必要な時にはパシッと反撃するだけの気

力、体力は必要ですね。 
 

モラハラのショーウィンドー映画 
モラハラは、やはり経済力のある男性―

経済力のない女性、社会的能力や地位のあ

る男性―社会的経験のない女性という組み

合わせで起きやすい。たとえ暴力を振るわ

れなくても、絶えず「お前には能力がない」

「社会でも信用されない」「俺に任せておきさ

えすればうまく行く」「女は黙って従っていろ

(この映画では「引っ込んで絵を描き続けて

いろ」)と言い続けられたなら、誰だってすべ

ての気力を無くし、「相手がいなければ生き

ていけない」「悪いのは私のほうかも」と考え

るようになって、支配されてしまうかもしれな

い。「ビッグ・アイズ」はモラハラのショーウィ

ンドーみたいな映画だった。 
1950 年代のアメリカは、まだまだ「妻は夫

に逆らってはいけない」という時代だった。職

業のない女性は離婚もかなわなかった。し

かし 60 年代に入り、ウーマンリブの洗礼を

受けた女性たちはＤＶ夫、モラハラ夫に「ノ

ー」と言い始めた。そんなアメリカの男女関

係の変化がこの作品にも表れている。 
ひるがえって今の日本。モラハラどころか

ＤＶさえも毎年増えていくばかり。 
2013年にＤＶは約５万件(前年比１２，７％

増)、配偶者からのＤＶは８年連続で増えて

いるそうだ。女性たちの間に「ＤＶは訴えても

いい犯罪なんだ」という認識が進んだ事で増

加したとも考えられるけど、日本の女性、ち

ょっとナメられ過ぎてない？分かり易いＤＶで

これなんだから、もうすこし微妙なモラハラを

統計に反映させたらすごいことになりそう。 
最近はあまりに辛い労働市場を避けて、

専業主婦を希望する女性が増えているそう

だけど、専業主婦の方がずっとリスキーな

「職業」じゃないかな。夫にＤＶやモラハラさ

れても、経済的な依拠があるとハッキリした

拒否がしにくい。甘～く見える結婚生活には

危険がいっぱいと自覚して、いざという時(家
を出るとか離婚とかね)のために、ゼッタイ仕

事を手放しちゃだめよ、能力アップしとこう

ね！「ビッグ・アイズ」は「モラハラ対抗映画」

でした。 

 



女性ユニオン名古屋の活動日記 

 

 妊娠を理由に管理職から降格させられたのは男女雇用機会均等法に違反するとして、広島

市の理学療法士の女性が勤めていた病院を訴えた訴訟の上告審で、最高裁は、昨年１０月２

３日、降格を適法として女性側の訴えを退けた一、二審を破棄し、高裁に差し戻す判決をくだ

しました。３月１５日（日）この裁判の弁護士、下中奈美さんを招いて女性ユニオン名古屋の学

習会が開催されました。 

この裁判は男女雇用機会均等法の９条３項「妊娠出産に係る自由を理由とするによる不利益

扱い」及び育児・介護休業法１０条「育児休業申出をし、または育児休業したことを理由とする

不利益扱い」禁止の規定の実効性が問われる事件でした。 

（妊娠・出産に係る事由①）→軽易業務転換請求→配置転換→配置先に役職者存在+労働者

の同意→役職者複数不要の判断→降格（不利益扱い②） 一審は①を契機に、これに配慮し

つつ、原告の同意を得たうえで、事業主である被告の裁量権の範囲内で降格を行ったため９

条３項違反とはならず。と判断しました。 これに対して最高裁は均等法９条３項の解釈として

「妊娠中の軽易業務転換を契機として降格させる事業主の措置は原則として均等法９条３項

の禁止する取り扱いにあたる。としました。  

この訴訟の意義は妊娠による軽易業務への転換は労働者の権利ではあるが、多くは部署の

異動を伴うものです。この時異動を理由に「ポストが無い」として積んできたキャリアを容易に

奪われてしまえが、誰も業務転換を希望でできなく、女性労働者に仕事か家庭かの二者択一

をせまるものとなりかねません。実効性がないといわれた均等法ですが、この訴訟がもつ意

義は大きいと思います。 この結果を踏まえ今年の 1 月２３日付で厚労省から各労働局長行

政指導についての通達がだされました。 

原告は名前も出すことも、インタビューもすべて拒否しています。労組も仲間も助けにはなら

ず、この裁判をおこしたことに対して、職場からは「私達も降格され、それでもがんばってきた

のだから・・・」と言われています。みんなが頑張っているんだから、自分だけ権利を主張する

な。私達も我慢したんだから、あなたも我慢しなさいよ。ということなんでしょうか。がんばるっ

て何よ！ 裁判の意義とともにこの学習会の中で私が感じたことです。もうそろそろ、みんなで

がんばるのはやめませんか？普通の人が普通に働き、ある人は子供を生み育て人生を送っ

ていく。そんな社会にするために女性ユニオン名古屋ができることは何だろうか？とこの学習

会に参加して考えました。  （内藤） 

■裁判の報告は書くことがあまりにも多すぎて誌面にはおさまりきれません。学習会の資料

（Ａ4 約 30 ページ）をご覧になりたい方はご連絡ください。送付いたします。（送料ご負担くださ

い） 

次回（5 月）はセクシャルハラスメント裁判についての報告です。                     

  



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料室 
 

ご意見・資料のコピー請求は下記（川澄）までどうぞ。 

ｔｅｌ、ｆａｘ：０５２−６８１−６７２７  

mail：ｎｅｎｎ_ne@qc.commufa.jp 

 それゆけ女たち 
 セクシャルハラスメントと闘う労働組合ぱあぷる No.241 

・12月ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ後半報告 『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか』を読む 矢

部宏治/著（集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）…問題は、日本国憲法よりｱﾒﾘｶとの安保条約体型が上位に位

置すること。2012年の改定で原子力基本法に「わが国の安全保障に資する」という一文がこ

っそり入った。だから、脱原発も廃炉もｱﾒﾘｶの了承がないとできない。敗戦後、天皇は天皇

制の維持のために沖縄を差し出し、本土にも米軍駐留を要請。国連の敵国条項は敗戦国の独

と日本を対象としているが、独は近隣諸国と友好関係を結び敵国ではなくなった。日本はま

だ敵国条項にある。９条は連合国による日本の永久的な武装解除＝侵略戦争阻止が目的であ

る （筆者：ドイツ首相メンケルが来日中。近隣との友好をせよといっている深い意味がわ

かった。９条のもつ意味もわかった。） 

矢部氏の提言は憲法に「最低限の自衛の軍備をもつ」「国内に外国軍事基地をおかない」「過

去の米軍との密約を無効にする」ことを明記せよというもの。 

・東アジアに開かれた豊かな海へ〜沖縄の闘いへの想い…ドキュメンタリー「圧殺の海」を

みて、沖縄への政治家の『構造的差別』を思う。（筆者：ぱあぷるさんはセクハラと闘う労

組であるが今号は重たい政治の特集のようでした。） 

 リーブラ  東海ジェンダー研究所 Newsletter no.52 

・「貧困女子」のレトリックに隠れたランキング 阿部彩（国立社会保障・人口問題研究

所）…一番は勤労世代男性、２番は高齢男性、３番は若い女性、中年期以降の女性は最

下ランクという「人」の重要度のランクつけが知らぬ間になされている。「高齢期の単身

女性」の貧困率が５割を超えるという報告が報道されることはない。 

・シカゴの高齢者施設 杉本貴代栄…全米最大手の SUNRISE が経営する施設。８万ド

ルで単身用居住施設が購入できる。特徴は年齢や介護度に応じて同じ敷地内で施設を選

べるということ。スポーツ、買い物、習い事、ボランテイア活動など、をして食事を楽

しみ生活を楽しむことができるということ。（とはいっても、入居費は払えても生活費は

どうする？民間施設がずっと続くのかという心配をしてしまう：筆者） 

女性ユニオン名古屋  ２０１５.2.21 

・第９回 総会 

 女性の雇用者は増加。非正規率・貧困率も
加速的増加。 

 労働相談は１０件に減少。セクハラパワハ
ラが多い。 

 却下、敗訴が続いた。めげずに、講座、研
修会を積極的に行い活動をひろめたい。 

 

 

男女差別賃金なくす連絡会ニュース 

２０１５・１・１３    

・みずほ銀行・古川厚子さん昇格問題･･･機会あ

るごとに上司に対しまた団交の場でなぜ昇格し

ないのか追求してきた。夫は同年齢同じ職場な

ので待遇の違いを痛感。生涯賃金は１億円違っ

た、と古川談。 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voice of women 

no.３５７，３５８  女性学研究会ニュース 
 ・11月例会 映画上映「トークバック 沈黙を破る女たち」＆ワークショップ（語り合い 
・１２月例会 「女性性の商品化と芸術という名の性暴力をめぐる語り合い」＋交流会 
・２月例会お知らせ 性暴力的な表現について 芸術という権威化・環境化を女性の尊厳・人
権から考える  ２月１日１３：３０〜 ドーンセンター 大会議室 
・３月例会お知らせ 日本軍「慰安婦」問題と歴史修正主義 スピーカー：能川元一さん ３
月２２日（日）１３：３０〜 ドーンセンター 大会議室 
・國信潤子さんを偲んで 
・新刊紹介  
「女性研究者とワークライフバランス」 （新曜社） 2014 
「これからの賃金」遠藤公嗣（旬報社）2014 
「いのちが危ない残業代ゼロ制度」森岡孝二ほか（岩波書店）2014 
「続・メトロレディーブルース」DVD（ビデオプレス）2014 前作の続編。東京メトロの売店
で働く契約社員の女性たちの組合活動。 
「『慰安婦』・強制・性奴隷：あなたの疑問に答えます」日本軍「慰安婦」問題ｗｅｂサイト制
作委員会（御茶の水書房）2014  
「失職女子」大和彩（ｗａｖｅ出版）2014 
「シングルマザーの貧困」水無田気流（光文社）2014 
「フリーターズフリー」1〜３号（人文書院）社会運動の内部にもハラスメント。ひきこもりは
男性社会。女性は「カジテツ」と処理され可視化されず。 
「＃鶴橋安寧 アンチ・ヘイト・クロニクル」李信恵（影書房）2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nfu ふれあい通信 ｎｏ１８１名古屋ふれあいユニ

オン 

・ユニオン東海ネットワークの仲間と共に労働

法制改悪に反対しよう 

・名古屋市内で２つの分会結成 

・エムテックの暴挙…社会保険未加入を問題に

したら、さかのぼって労働者負担分を給料から

差し引いてきた。１月は給料支給額ゼロ。数カ

月続くという。なんたる非常識！ 

・集団的自衛権行使容認を考える 

・安倍政権の労働法制大改悪に反対する３月集

会開催へ 

 奥田祐子さんを偲んで 

 めったにないことだったけど、筆者の原稿に、
質問や校正の電話がかかってくることがあっ
た。（他の人からはないんだけど） 

 その細かさやしつこさに、こっちも一生懸命
応戦した。１勝１敗1引き分けぐらいのかんじだ
ったかな。 

  

明日来 ２７巻５号  

がっこうコミュニティユニオンあいち（アスク）    

・職場報告 生徒がケガをして、ある体

育大会がなくなり、その部活もなくなり、

その顧問の先生の労働時間超過もなくな

り、メデタシメデタシだったとのこと。 

・不思議ながっこう 管理職が部下の個

人情報をなくしても居直って「まあ、で

てくるさ、もっかい書かせよう」となり、

事務職員が管理職の個人情報をなくした

ら、大騒ぎして恫喝するだろう。決まっ

てる！ 

・「黒い物体は？」 山での脅威。登山道

でクマに遭遇。目線をあわせ、大声で威

嚇。クマは進路をかえ笹のなかへ。ほっ

とする。注意を怠らないようにせねば。 

 

 



INFORMATION・情報・じょうほう  

        【女性首長を実現する会 あいち】 第二回 Female Leader 政治塾 

ｾﾐﾅｰ 

日 時 

場 所 

問 合 

「ＤＶ被害者支援政策を学ぶ（仮題）」 
講師：「「ＤＶ被害者支援の現状（仮）」」 大府市ミュー石が瀬館長 田端美智子 
「ＤＶ防止法について」弁護士岡村晴美,ディスカッション 「地方自治体で何ができるか」 
７月１２日（日）午後 ＠東海 ジェンダー研 （金山）   ＞詳細後日お知らせします 
参加費：議員  5000 円、正会員  無料、賛同会員 1000 円 
Blog：http://ameblo.jp/quota-aichi/ 問合：womanhead@hotmail.co.jp 

 【参画プラネット】 「フォーラム・イマージ」女性が「思いついたときにフラっと立ち寄れる場所」 
ﾌｫｰﾗﾑ 

問合せ 

４月２日、１６日（木）１０：００から２０：００＞ ５月は７，２１日 対象 女性のみ 
参加費 300 円（1 回につき）     毎月第 1・第 3 木曜日（時間内入退室自由）   
会 場 名古屋市中区栄一丁目 7 番 26 号．801  
主催：NPO 法人参画プラネット TEL : 052-203-5171 EM：info@sankakudo.net 

 【名古屋 YWCA】 
講 座 

講 師 

日 時  

問合せ 

自己尊重ワークショップ＜集中講座＞ 
３月２８日（土） １０：００～１７：００、２９日（日） １０：００～１７：００ 

参加費 16200 円   必ず問い合わせ                                 

Tel：052-961-7707  wcny@nagoya-ywca.or.jp  

 
****************************************************************************** 
☆密保全法に反対する愛知の会 ３周年総会＋記念講演 
３/２８（土）13 時半-17 時 場所：伏見ライフプラザ 
講師：平川宗信名大名誉教授（刑法学）、ゲスト：松元ヒロさん（コメディアン） 
主催：秘密保全法に反対する愛知の会 http://nohimityu.exblog.jp/23329293/ 
****************************************************************************** 
☆『小出裕章さん講演会』 （京大原子炉実験所助教、本年春、退職予定）  
日 時：４月１９日（日）１３：４５～１６：３０ 
場 所：刈谷市総合文化センター１階 小ホール（定員 282 名） 
演題：「原発と憲法九条」主催：九条の会・刈谷（愛知）参加 費：８００円（高校生以下無料） 
******************************************************************************** 
☆鎌仲ひとみ監督作品 映画「小さき声のカノン --選択する人々--」 ☆☆ 
3/28（土）～4/3（金）10：45/18：30、4/4（土）～10（金）10：45/16：10、4/11（土）～17（金） 10：45  
場 所：名古屋シネマテーク http://cineaste.jp/ 監 督：鎌仲ひとみ プロデューサー：小泉修吉 
************************************************************************************ 
☆河合弘之監督作品「日本と原発」 ※ 河合之監督の講演あり 
日時：４月１９日（日） 13 時 30 分～（開場 13 時） 定員：150 名 会場：イーブルなごや 
主催：子供たちに安心な未来を手渡す会 問合せ（杉崎） TEL：090-3255-8400 
************************************************************************************ 
☆原発問題連続学習会 「脱原発社会への道」第１回「脱原発社会ってどんな社会？」 ☆☆ 
日 時：４月１９日（日）13：30-16：30 講 師：大沼淳一（原子力市民委員会委員） 
場 所：名古屋ＹＷＣＡ 受講料：500 円 主 催：未来につなげる・東海ネット   
第２回 ５月１７日（日）13:30-16:30  「低線量被曝による健康被害」 
第３回 ６月２１日（日）13:30-16:30  「放射能汚染廃棄物の焼却・減容の問題点」 
------------------------------------------------------------------------------------- 
☆☆毎週金曜日【中電・関電前アクション】☆☆ 
３年を過ぎた今も、毎週行動がおこなわれています！行ってない人、いちどは行こう！ 
★再稼働反対アクション関電東海支社前 ACT★ ＝１８時から２０時 地下鉄高岳 １番出口 
☆浜岡原発を廃炉に！中電本社前アクション☆ ＝１８時から１９時 地下鉄高岳 or 栄 
参加できる時、参加できる時間帯だけでも OK！ 仕事帰りや、栄に出向いた折など、参加しよう 

mailto:womanhead@hotmail.co.jp
mailto:wcny@nagoya-ywca.or.jp
http://nohimityu.exblog.jp/23329293/
http://cineaste.jp/
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